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奈良市報告第２１号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和６年３月２１日提出 

 

                      奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

  令和６年３月７日 

 

奈良市長  仲 川 元 庸  

 

記 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について  

本市の職員として勤務していた相手方が、奈良市長及び上司からパワーハラスメントを

受け、さらに、その職場環境を配慮するための必要な対応が行われず、精神的苦痛を被っ

たとして、相手方から提起された訴訟について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定

するものとする。  

 

１ 損害賠償の額  ０円 

 

２ 和解の要旨  

⑴ 相手方は、本件請求のうち奈良市長からパワーハラスメントを受けたことを理由と

する請求を放棄する。  

⑵ 本市は、相手方に対し、相手方が本市職員として勤務していた期間において、相手

方がその上司からパワーハラスメントを受け、相手方が職場環境の改善を求めたにも

かかわらず、それに対する対応が不十分であったと主張する事実のうち、相手方の上

司（奈良市長を含まない。）の言動の一部に不適切なものがあったという事実を認め、

謝罪する。  

⑶ 本市は、前項の事実の再発防止を図るべく、本市の考える適切な措置を講ずる。  

⑷ 相手方はその余の請求を放棄する。  

⑸ 本市及び相手方は、本市及び相手方との間には、本和解条項に定めるほか何らの債

権債務のないことを相互に確認する。  
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奈良市報告第２２号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和６年３月２１日提出 

 

                      奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

  令和６年３月７日 

 

奈良市長  仲 川 元 庸  

 

記 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について  

本市の職員として勤務していた平成２９年４月１日から令和４年９月３０日までの期間

において、時間外勤務手当に未払いがあるとして、相手方から提起された訴訟について、

次のとおり和解し、損害賠償の額を決定するものとする。  

 

１ 損害賠償の額  ９００，０００円  

 

２ 和解の要旨  

⑴ 本市は、相手方に対し、本件に関する解決金として、９００，０００円の支払義務

があることを認める。  

⑵ 相手方はその余の請求を放棄する。  

⑶ 本市及び相手方は、本市及び相手方との間には、本和解条項に定めるほか何らの債

権債務のないことを相互に確認する。 
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奈良市議案第５０号 

 

奈良市税条例の一部改正について 

 

奈良市税条例の一部を次のように改正しようとする。 

令和６年３月２１日提出 

 

奈良市長  仲 川 元 庸 

 

奈良市税条例の一部を改正する条例 

奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

附則第５条の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第５条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項に規定する特例

損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。）がある場合には、特例損失

金額（同項に規定する災害関連支出がある場合には、第３項に規定する申告書の提出の

日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」と

いう。）について、令和５年において生じた法第３１４条の２第１項第１号に規定する

損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第２

１条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和７年度以後

の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係る

この条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつた

ものとみなす。 

２ 前項前段の場合において、第２１条の規定により控除された金額に係る損失対象金額

のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第４８条の６第１項に規定す

る親族の有する法附則第４条の４第４項に規定する資産について受けた損失の金額（以

下この項において「親族資産損失額」という。）があるときは、当該親族資産損失額は

、当該親族の令和７年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する

年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額

が生じた年において生じなかつたものとみなす。 

-5-



３ 第１項の規定は、令和６年度分の第２８条第１項又は第４項の規定による申告書（そ

の提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びそ

の時までに提出された第２９条第１項の確定申告書を含む。）に第１項の規定の適用を

受けようとする旨の記載がある場合（これらの申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

附則第６条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 地方税法及び地方税法施行令の一部改正に伴い、令和６年１月に発生した能登半島地震

による災害の被災者について負担軽減を図るため、個人市民税の特例措置を講ずるほか所

要の改正を行おうとするものである。 
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